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高額療養費制度の見直しを求める意見書

政府は 2026 年の特別国会に、高額療養費について長期療養者への一定の配慮を

規定した「健康保険法等の一部を改正する法律案」を提出しました。一方で、政府

は 2026 年８月、2027 年８月の２段階で、高額療養費の自己負担限度額を引き上げ

ることを予定しており、多数回該当や年間上限に該当しない場合の患者負担が現行

より増加すること等が想定されています。また、そもそも現在の高額療養費制度に

おいても、公的医療保険の中核制度であるにもかかわらず、経済的な負担から治療

を断念したり、生活の困窮に陥ったりする場合があり、憲法第 25 条の生存権保障

の趣旨に適合するものとなっていません。

この問題について、現在の物価上昇などの経済社会情勢を踏まえ、的確な対応が

必要です。特に、現役世代については、がんや難病を患うと家計における収入・支

出への影響が大きく、収入減により教育費の負担をはじめ扶養に要する費用の負担

が増加することから、十分な配慮が必要です。

よって、政府に対し、全ての国民が安心して医療を受けられる環境を整備するた

め、高額療養費制度の在り方の見直しについて、法改正等を行った上で、以下の事

項を速やかに実施するよう強く求めます。

記

１．高額療養費に係る政令を定めるに当たっての考慮事項等を追加し、憲法第 25

条の生存権の趣旨を踏まえて、高額療養費の制度が医療保険制度において国民の

生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たすものとなる

よう、高額療養費の支給要件、支給額等に関して必要な事項が定められるべき旨

を明確にすること。

２．高額療養費の支給を受ける患者の収入とその変動状況、教育費等の支出、生活

の実態の調査を行う、社会保障審議会で高額療養費の支給を受ける患者等の意見

を聴取する等の基本方針に基づき、高額療養費制度について抜本的な改革を実施

すること。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

令和 8年 6月 18 日

北海道虻田郡倶知安町議会議長 作 井 繁 樹


